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公   募 
 

令和 ８年 １月２９日 

国立研究開発法人水産研究・教育機構 

総務部長 久保田 直樹 

 

 

  下記の業務を行う特定の技術等を有する者を公募します。応募される方は、本公募内容を了承のう

え、下記によりご応募下さい。 

 

記 

 

１．件  名    機関公式 WEB システム運用保守業務 

 

２．募集内容    機関公式 WEB システム運用保守業務の請負が可能な者 

 

３．業務内容     別紙「仕様書」による 

 

４．応募資格 

 (１) 国立研究開発法人水産研究・教育機構契約事務取扱規程（平成１３年４月１日付け水研第６

５号）第１２条第１項及び第１３条の規定に該当しない者であること。 

（２） 令和７・８・９年度国立研究開発法人水産研究・教育機構競争参加資格又は全省庁統一資格

の「役務の提供等契約」に格付けされている者であること。 

 (３)  国立研究開発法人水産研究・教育機構理事長から物品の製造契約、物品の販売契約及び役

務等契約指名停止措置要領に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。ただし、全省庁

統一資格に格付けされている者である場合は、国の機関の同様の指名停止措置要領に基づく指

名停止を受けている期間中でないこと。 

 (４) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第３２条第１項

各号に掲げる者でないこと。 

 

５．提出書類 

  ① 応募申込書（別紙様式） 

  ② 国立研究開発法人水産研究・教育機構の資格審査結果通知書写し又は全省庁統一資格の資格

審査結果通知書写し 

  ③ その他参考となる資料 

 

６．書類の提出場所等 

 (１) 提出期限   令和 ８年 ２月１３日 １７時 

 (２) 提出場所及び問い合わせ先 

    〒２２１－８５２９ 神奈川県横浜市神奈川区新浦島町１－１－２５ 

              GRC横浜ベイリサーチパーク ６階 

              国立研究開発法人水産研究・教育機構 
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         総務部調達課 

              ＴＥＬ ０４５－２７７－０１３３ 

              ＦＡＸ ０４５－２７７－０２１８ 

    上記５の提出書類を直接又は郵送により提出すること。（郵送の場合は、提出期限までに到

着するよう提出すること。） 

 

７．質疑等 

  質疑がある場合には、令和８年２月５日までに上記６．あてにファックス又はメール（メールの

場合はアドレス照会のこと。）にて質疑を行うこと。当日までの質疑を取りまとめ、回答は当該質

疑のあった者に行うとともに当機構のホームページにて公表する。なお、当該日以降に質疑があっ

た場合も随時受け付け、同様に対応する。 

  ただし、質疑内容に個人に関する情報であって特定の個人を識別し得る記述がある場合及び法人

等の財産権等を侵害するおそれのある記述がある場合には、当該箇所を伏せ又は当該質疑を公表せ

ず、質疑者のみに回答することがある。 

 

８．応募結果の公表等 

  応募の結果は、当機構のホームページで公表する。 

なお、上記３及び４の要件を満たす応募が一者の場合には、当該者との随意契約に移行するもの

とする。 

また、応募が複数ある場合には、一般競争入札に移行することとなります。その場合には、別途、

公告する。 

 

９．その他 

  提出書類の作成・応募等に係る一切の経費は応募者の負担とし、提出した書類は返却しないもの

とする。 

また、応募者は「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」（令和

４年９月１３日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決

定）を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。 

 

10．契約に係る情報の公表 

（１）公表の対象となる契約先 

    次の①及び②いずれにも該当する契約先 

①  当機構において役員を経験した者（役員経験者）が再就職していること又は課長相当職

以上の職を経験した者（課長相当職以上経験者）が役員、顧問等※注１ として再就職してい

ること 

② 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の３分の１以上を占めていること※注２ 

なお、「当機構」とは、改称前の独立行政法人水産総合研究センター及び国立研究開発法

人水産総合研究センター、統合前の独立行政法人水産大学校を含みます。 

   ※注１ 「役員、顧問等」には、役員、顧問のほか、相談役その他いかなる名称を有する者 

であるかを問わず、経営や業務運営について、助言すること等により影響力を与える 

と認められる者を含む。 

    ※注２ 総売上高又は事業収入の額は、当該契約の締結日における直近の財務諸表に掲げら

れた額によることとし、取引高は当該財務諸表の対象事業年度における取引の実績



- 3 -

による。 

（２）公表する情報 

    上記（１）に該当する契約先について、契約ごとに、物品役務等の名称及び数量、契約締結日、

契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表する。 

①  当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者（当機構ＯＢ）の人数、職名及び当機構

における最終職名 

②  当機構との間の取引高 

③  総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに

該当する旨 

       ３分の１以上２分の１未満、２分の１以上３分の２未満又は３分の２以上 

④  一者応札又は一者応募である場合はその旨 

（３）当機構に提供していただく情報 

     ① 契約締結日時点で在職している当機構ＯＢに係る情報（人数、現在の職名及び当機構に

おける最終職名等） 

② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高 

（４）公表日 

     契約締結日の翌日から起算して原則として７２日以内（４月に締結した契約については原則と

して９３日以内） 

（５）その他 

         当機構ホームページ（契約に関する情報）に「国立研究開発法人水産研究・教育機構が行う

契約に係る情報の公表について」が掲載されているのでご確認いただくとともに、所要の情報

の当機構への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行ってい

ただくようご理解とご協力をお願いいたします。 

      なお、応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますの

で、ご了知願います。 

 

11．公的研究費の不正防止にかかる「誓約書」の提出について 

当機構では、国より示された「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン（実

施基準）」（平成１９年２月１５日文部科学大臣決定）に沿って、公的研究費の契約等における

不正防止の取り組みを行っており、取り組みのひとつとして、取引先の皆様に「国立研究開発法

人水産研究・教育機構との契約等にあたっての注意事項」（URL：https://www.fra.go.jp/home/k

eiyaku/koutekikenkyuhifuseiboushi.html）をご理解いただき、一定金額以上の契約に際して、

当該注意事項を遵守する旨の「誓約書」の提出をお願いしています。 

本公募の結果、契約相手方となった場合は、誓約書の提出をお願いします。 

なお、当機構の本部、研究所、開発調査センター、水産大学校いずれか１箇所に１回提出して

いただければ、当機構内の次回以降の契約では再提出する必要はありません。 

 



業 務 仕 様 書 
 
１．件名    機関公式 WEB システム運用保守業務 
 
２．業務目的  本業務は、現在継続中の機関公式 WEB システム運用保守業務を継続する

ことにより、安定稼働と品質維持を図るため、現在導入している CMS サ
ービス「WillCommunity/CMS V3.0」の提供と CMS サーバ及び WEB サ
ーバの運用・保守を外部委託し、安定したサイト運営及び利用環境を確保
することを目的とする。 

 
３．業務場所 請負業者指定場所 
 
４．履行期間  令和 8 年 4 月 1 日～令和 9 年 3 月 31 日 
 
５．業務内容  以下により実施すること。 
（１）運用保守対象範囲 
以下のサービス環境を対象とすること。 

 
No. 機器・サービス名 概要 

1 AWS Shield 「AWS Shield Standard」の略称。分散サービス妨害 
(DDoS) に対する保護を行う。 

2 Internet gateway Internet との通信を行う。 
3 ALB 「Application Load Balancer」の略称。負荷分散を行

う。 
4 Amazon S3 バックアップ用のストレージとして利用する。 



5 WWW サーバ#1 
(本番稼働環境) 

本番稼働環境のホームページを公開する。 

6 WWW サーバ#2 
(本番稼働環境) 

本番稼働環境のホームページを公開する。 

7 CMS サーバ 
(本番稼働環境) 

本番稼働環境のCMSを運用する。 

8 管理サーバ 主なシステム運用基盤機能を実現する。 

 
（２）運用保守対象外 
以下の機器・サービスは運用保守の対象外とする。 

No. 機器・サービス名 概要 

1 DNS 当機構利用のDNSを利用する。 
※請負業者で構築しない機器・サービスとなる。 

2 サイト内検索 「Google カスタム検索」サービスを利用する。 
 

3 アクセス解析ツール 「Google Analytics」サービスを利用する。 
 
（３）運用保守対象サイト 
以下のサイトを対象とする。なお、サイト内記事及び旧ドメイン掲載記事は全て保守範囲外
とする。コンテンツ作成に関する問い合わせに対応すること。 

No. サイト FQDN 

1 水産研究・教育機構 https://www.fra.go.jp / 

2 水産資源研究所 /sigen/ 

3 水産技術研究所 /gijutsu/ 

4 開発調査センター /jamarc/ 

5 水産大学校 https://www.fish-u.ac.jp / 
 
(４) 作業内容  
以下のとおり実施すること。 

No. 分類 作業項目 作業内容 
１ 運用・監視 システム障

害対応 
 システムに対する死活監視を行い、異常時は遅滞
なく当機構公式ウェブサイト管理担当者まで連
絡すること。 

 当機構からの問い合わせに対し、日本語で速やか
に電話、メールで回答すること。 

 システム障害発生時は、12時間以内（夜間・休日
時間帯の場合は翌業務実施日の業務時間内）に
復旧すること。 



 ソフトウェアやシステム等について、当機構にお
いて詳細なデータが必要となった場合は、速やか
に当該データの提供及びその他必要な措置を講
じること。 

２ 監視  システムに対するサーバ上の操作は、請負業者
も行えるほか、システム管理者権限をもつユー
ザでCMSにログインすることで、保守機能の一
部を当機構の管理端末からも遠隔操作可能とす
ること。 

 ログ解析等によるシステム障害の予防・保全を行う
こと。 

 請負業者の対応できない問題が生じ、他社にサポ
ートを依頼する事象が発生した場合においても、
追加費用等を請求することなく対応すること。 

 システム障害発生時は、12時間以内（夜間・休日
時間帯の場合は翌業務実施日の業務時間内）に
復旧すること。 

３ データ管理 バックアップ  データのバックアップは、週5回（平日）の差分バ
ックアップ及び週１回フルバックアップを行うこ
と。 

４ 
ソフトウェ
ア運用・保
守 

保守サポート 契約期間を通じ、以下保守サポートを提供するこ
と。 
・CMSの機能及び操作に関する問合せへの対応 
・CMS製品（ソフトウェア）の更新（脆弱性や不具
合への対応） 
・CMS製品（ソフトウェア）の更新モジュールの提
供 
 システム停止を伴う計画作業を行う際は、12時間
以内（夜間・休日時間帯の場合は翌業務実施日の
業務時間内）に復旧すること。 

脆弱性対応  定期的に最新パッチを適用すること。 
 脆弱性や不具合の発見時には不定期にパッチを適用
すること。 

 重大脆弱性は、パッチ公開後12時間以内（夜間・
休日時間帯の場合は翌業務実施日の業務時間内）
にパッチ適用すること。 

５ 修正対応 テンプレート  当機構からの依頼に基づき、軽微なCMSテンプレ
ートの修正依対応を行うこと。 



 
6.成果物   課題管理や情報セキュリティ対策、定常時の運用保守や障害発生時の対応に

ついて記載した運用保守作業計画書を作成し、提出すること。 
また、障害対応、脆弱性対応を行った際には、発生した障害の詳細、原因、対
応等について報告書にまとめ、都度提出すること。 

 
7．その他  詳細については担当職員の指示に従うこと。 
 
 


